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材
質
は
、
規
則
に
基
づ
い
て

発
注
し
て
い
る
。

　

第
三
者
行
為
損
害
賠
償
求
償
事

務
共
同
処
理
手
数
料
と
し
て　

万
23

５
千
円
を
増
額
補
正
す
る
も
の
。
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交
通
事
故
等
で
保
険
証
を

使
っ
て
治
療
し
た
場
合
に
、
最
終

的
に
加
害
者
か
ら
負
担
す
べ
き
金

額
を
も
ら
う
こ
と
。

　

昨
年
９
月
に
訴
え
の
提
起
を
し

て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、
第
三
債

務
者
か
ら
和
解
の
申
し
出
が
あ
り
、

提
訴
額
の
１
４
８
万
１
６
２
６
円

で
和
解
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
。
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費
用
対
効
果
で
考
慮
す
る
。

　

都
市
建
設
常
任
委
員
会
は
、
３

月　

日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

12
け
た
執
行
部
提
出
議
案
３
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　

地
域
活
性
化
・
き
め
細
か
な
臨

時
交
付
金
を
活
用
し
、
道
路
維
持

補
修
事
業
と
市
道
舗
装
事
業
を
行

う
も
の
で
５
５
０
０
万
円
補
正
し

４
４
５
０
万
円
は
平
成　

年
度
に

22

繰
り
越
し
て
事
業
を
行
う
も
の
。
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平
成　

年
度
に
執
行
し
た
額

22

に
つ
い
て
は
、
１
０
０
％
交
付
金

が
出
る
。

　

宝
満
川
流
域
下
水
道
維
持
管
理

費
が
今
回
黒
字
と
な
っ
た
た
め
、

返
還
金
４
０
５
３
万
５
千
円
を
歳

入
に
増
額
補
正
を
す
る
も
の
。
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小
郡
市
の
分
と
し
て
、
約
６

億
３
３
０
０
万
円
あ
る
が
、
平
成

　

年
度
以
降
の
黒
字
返
還
分
を
差

17し
引
く
と
、
約
５
億
５
０
０
万
円

が
赤
字
分
の
拠
出
額
と
な
り
ま
す
。
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文
化
財
保
護
法
及
び
福
岡
県
文

化
財
保
護
条
例
の
改
正
に
伴
い
、

改
正
す
る
も
の
で
、
登
録
文
化
財

の
制
度
を
従
来
よ
り
も
緩
や
か
な

規
制
の
中
で
、
よ
り
多
く
の
文
化

財
を
保
護
し
、
ま
た
、
伝
統
的
建

造
物
群
と
文
化
的
景
観
の
新
た
な

分
野
を
文
化
財
の
保
護
対
象
に
取

り
入
れ
る
も
の
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�

　

福
岡
県
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

の
再
編
に
よ
り
平
成　

年　

月
１

21

10

日
か
ら
北
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事

務
所
が
小
郡
市
を
管
轄
す
る
こ
と

に
伴
い
、
条
例
の
改
正
を
す
る
も

の
。
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介
護
認
定
審
査
件
数
の
増
に
伴

い
、
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
に
認

定
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を　

名
22

か
ら　

名
に
改
正
す
る
も
の
。

30

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	

�

�


��

　

福
岡
県
暴
力
団
排
除
条
例
が
、

平
成　

年
４
月
１
月
か
ら
施
行
さ

22

れ
る
の
を
受
け
、
県
条
例
に
足
並

み
に
揃
え
て
取
り
組
ん
で
行
く
た

め
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
、
基

本
理
念
や
市
の
責
務
、
市
民
等
の

役
割
な
ど
、
内
容
は
県
条
例
と
ほ

ぼ
同
じ
も
の
。
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保
険
基
盤
安
定
負
担
金
分
が
最

終
的
に
確
定
し
た
た
め
、
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金
を
１

１
４
万
１
千
円
増
額
補
正
す
る
も

の
。
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小
板
井
市
営
住
宅
建
て
替
え
及

び
美
鈴
が
丘
地
区
開
発
に
伴
う
新

設
道
路
３
路
線
の
認
定
並
び
に
小

板
井
地
区
２
路
線
の
変
更
を
す
る

も
の
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

　

平
成　

年
５
月　

日
か
ら
議
員

22

14

定
数
が
２
名
減
と
な
り　

名
に
な

18

る
た
め
、
常
任
委
員
会
に
所
属
す

る
委
員
数
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、

所
管
事
務
と
名
称
を
変
更
す
る
も

の
。
ま
た
、
議
会
基
本
条
例
が
制

定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
委
員
会

傍
聴
が
委
員
長
の
許
可
な
し
に
傍

聴
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
。
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